
福祉用具購入の利用のしかた <受領委任払>

介護保険で、転倒防止や身体への負担軽減を目的とした福祉用具購入の補助が

受けられますが、購入前に市役所長寿課に申請をする必要があります。申請をし

て認められると、福祉用具購入の補助が受けられます。

支給対象となる購入費の上限は同年度につき１０万円で、自己負担額は購入費

の１割（２割又は３割）です。購入後、購入費の 9 割（８割又は７割）を市が業

者に支給します（※）。なお、１０万円分を複数回に分けて利用することもできま

す。

（※）購入例（自己負担が１割の人の場合）

⑴ １０万円の福祉用具を購入した場合

自己負担額 １万円 保険給付額 ９万円

⑵ １５万円の福祉用具を購入した場合

自己負担額 ６万円 保険給付額 ９万円

⑶ ５万円の福祉用具を購入した場合

自己負担額 5 千円 保険給付額 ４万５千円

（次回の購入以降、支給対象となる購入費の上限は５万円となります。）

なお、自己負担額に１円未満の端数がある場合、切り上げとなります。

介護保険の対象となる福祉用具

■ 腰掛便座

■ 自動排泄処理装置の交換可能部品

■ 入浴補助用具

■ 簡易浴槽

■ 移動用リフトのつり具部分

長久手市長寿課 介護保険係 電話(0561)56-0613（直通）

問合せ先



ケアマネジャーなどに相談します。

購入する業者を決めます。業者は市の「介護保険福祉用具購入費受領委任払

取扱事業者登録」を受けている必要があります。

市役所長寿課（介護保険係）に申請をして、事前審査を受けます。

＜必要な書類＞福祉用具購入費受領委任払承認申請書、見積書、

福祉用具のパンフレット等

市から「福祉用具購入費受領委任払承認（不承認）決定通知書」が届きます。

「承認」の場合は福祉用具を購入し、購入費の１割（２割又は３割）を業者

に支払います。

「不承認」の場合は、介護保険で福祉用具購入の補助を受けることができま

せん。全額自己負担となります。

（以下、「承認」の場合の手順です。）

市役所長寿課（介護保険係）に必要書類を提出します。

＜必要な書類＞福祉用具購入費支給申請書（受領委任払用）、領収証（自己負担分）

市から「福祉用具購入費支給（不支給）決定通知書（受領委任）」が届きます。

「支給」の場合は後日、購入費の９割（８割又は７割）を市が業者に支給し

ます。

「不支給」の場合は、介護保険で福祉用具購入の補助を受けることができま

せん。全額自己負担となります。
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＊ ケアマネジャーがいない場合は、下記へ相談してください。

長久手・東・北小学校区にお住まいの方は

長久手市社会福祉協議会地域包括支援センター（電話：64－1155）

西・南・市が洞小学校区にお住まいの方は

愛知たいようの杜地域包括支援センター（電話： 64－5174）
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